
　●1000点で1000円相当と引換可能となります♪
　※額面以下でのご利用はできません。
　※他人のポイント券との併用はできません。

るぷるに関するお問い合わせ：
トヨタ自動車健康保険組合　保健事業室
℡　０５６５－２８－００７９

フィットネスに関するお問い合わせ：
トヨタスポーツセンター　第1体育館事務所
℡　０５６５－４３－３２６０

制度対象者は
トヨタ自動車健康保険組合
被保険者の方

●フィットネスクラブ利用で
　⇒利用額の５％
　　るぷるポイントに！
●2011年11月に
　新メニュー導入予定

　♪今後も新規メニュー検討中！

※保険証の提示が必要です

●るぷるポイント券
　⇒フィットネスクラブ
　　利用券2枚と引換

　⇒マスター月会費の支払

♪2011年10月より
トヨタスポーツセンターでも
るぷるポイント券のご利用が
出来るようになりました。
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